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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年12月28日に提出いたしました臨時報告書および平成28年１月６日に提出いたしました臨時報告書の訂正報告

書のうち、一部に確定した事項および訂正すべき事項がありますので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づ

き臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

　２　報告内容

 

３【訂正内容】

訂正箇所は＿＿を付して表示しております。

 

２　報告内容
(訂正前)

(６)当社の対応および損益に与える影響

本件訴訟の決定が当社の業績へ与える影響等につきましては、現在確認中であります。なお、上記船舶火災に

関連して、平成26年9月12日に被告商社より当社に対し損害賠償請求の訴訟が提起されております。

今後、当該裁判を通じて、本件船舶火災に関する事実関係および法律関係を明らかにするために、当社の立場

を主張していくことで、当社の本件係争に関する法的な立場を明らかにし、損害賠償支払金額に対する最終的な

責任金額を明確にしていきたいと考えております。

 

(訂正後)

(６)当社の対応および損益に与える影響

本件訴訟の決定が当社の業績へ与える影響等につきましては、平成28年３月期第３四半期決算において、連結

および個別で17億54百万円を特別損失として計上いたしました。なお、上記船舶火災に関連して、当社の支払分

につき、商社に対して求償金請求訴訟を提起する予定です。

今後、当該裁判を通じて、本件船舶火災に関する商社との責任割合を明らかにするために、当社の立場を主張

していくことで、当社の本件係争に関する法的な立場を明らかにし、損害賠償支払金額に対する最終的な責任金

額を明確にしていきたいと考えております。

以　上
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